




京都府下の策定状況（京都府北部7市町及び府下市の教育大綱）

区分 市町 教育大綱 教育振興計画 備　考

京丹後市
有
教育振興計画を大綱に位置付ける

有
京丹後市教育振興計画（H27.3策定、R1
見直し）

－

亀岡市
有
教育振興基本計画を大綱に位置付ける

有
亀岡市教育振興基本計画（H25策定）

－

宮津市
有
宮津市教育大綱（H27.11策定）

有
宮津市教育振興計画（H28.3策定）

教育大綱と教育振興計画は同一の内容で構成

南丹市
有
南丹市教育大綱（H31.2策定）

有
南丹市教育振興基本計画（H31.3策定）

教育大綱と教育振興計画は同一の内容で構成

長岡京市
有
長岡京市教育大綱（H28.7策定）

有
長岡京市教育振興基本計画（H28.3策定）

教育大綱と教育振興計画は同一の内容で構成

宇治市
有
宇治市教育大綱（H27.5策定）

有
宇治市教育振興基本計画（H26.3策定）

教育大綱と教育振興計画は同一の内容で構成

木津川市
有
木津川市教育大綱（H28.2策定）

有
木津川市教育振興基本計画（H26.3策定）

教育大綱は総合計画の内容で構成

舞鶴市
有
舞鶴市教育振興大綱（H31.3策定）

無
教育大綱を位置付ける

教育大綱は総合計画の内容で構成

与謝野町
有
与謝野町教育大綱（H30.11策定）

無
教育大綱を位置付ける

伊根町
有
伊根町教育大綱（R2.3策定）

無
教育大綱を位置付ける

福知山市
有
福知山市教育大綱（H28.5策定）

無
総合計画を位置付ける

教育大綱は総合計画の内容で構成し、教育振興計画は総
合計画を位置付ける

綾部市
有
綾部市教育大綱（H30.9策定）

無
総合計画を位置付ける

教育大綱は総合計画の内容で構成し、教育振興計画は総
合計画を位置付ける

八幡市
有
八幡市教育大綱（H31.4策定）

無
総合計画を位置付ける

城陽市
有
城陽市教育大綱（H29.4策定）

無
総合計画を位置付ける

その他 京田辺市
有
京田辺市教育大綱（R1.12策定）

無
京田辺市教育の方針を位置付ける

－

教育振興
計画を大
綱に位置
付け

大綱と教
育振興計
画を策定

大綱を策
定し、教
育振興計
画に位置
付け

大綱の策
定、教育
振興計画
は総合計
画を位置
付け
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